
教 健 体 第 1 1 3 7 号
令和４年(2022年)２月４日

各 教 育 局 長
各 道 立 学 校 長

様各市町村教育委員会教育長（札幌市を除く。）
（ 各 市 町 村 立 学 校 長 ）

北海道教育庁学校教育局長 唐 川 智 幸

オミクロン株の影響を踏まえた学校における新型コロナウイルス感染症対策
について（通知）

各学校においては、児童生徒、教職員、保護者等が一丸となって感染症対策と学びの保
障の両立に多大な御尽力をいただいており、心から感謝申し上げます。
道内においても、潜伏期間が短く、感染力が高いとされるオミクロン株による感染者が

急増し、道内の新規感染者数が3,000人を超える日が継続するなど危機的状況となってお
り、学校においても学級閉鎖等の臨時休業の措置を講じている学校数が相当数に上ってお
ります。こうした状況がみられる中、学校における感染拡大のリスクを可能な限り低減し
た上で、学校運営を継続し、子ども一人一人の学びを保障していくことが重要です。
道においては、レベル分類表について、引き続き、全道域で「レベル２」が維持されま

すが、オミクロン株による感染拡大の状況を踏まえ、別紙を改訂しましたので通知します。
ついては、各道立学校及び市町村教育委員会においては、地域の感染状況等を的確に把

握しながら、感染症対策の実効性の確保を図るとともに、各教育局においては、全道の感
染状況や他校での感染予防の好事例等の提供により、各学校及び市町村教育委員会の取組
を積極的に支援願います。
また、全ての学校においては、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生

管理マニュアル～『学校の新しい生活様式』～」に基づく感染症対策を改めて確認の上、
徹底して取り組むとともに、次の点に特に留意し、適切な対応をお願いします。
なお、今後の感染状況に応じた対策について、別紙が変更になった場合は、改めて通知

します。
記

１ 「『新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について』の周
知について」（令和４年２月１日付け教健体第1126号）に基づき、オミクロン株の濃厚
接触者の待機期間を７日間とすること。

２ 発熱の有無にかかわらず風邪症状等がみられる場合は、症状がなくなるまで登校させ
ないよう、改めて児童生徒及び保護者に周知徹底を図ること。また、必要に応じて受診
を勧め、受診状況や検査状況を保護者から聞き取り、状況に応じた対応をすること。

３ これまで児童生徒又は同居の家族に症状等があって、単なる風邪と判断して登校し、
校内で感染が広がった事例があったことから、同居の家族に風邪症状等がある場合は、
登校させないようにし、これまで同様、保護者から感染が不安などで休ませたいと相談
があった児童生徒について、合理的な理由があると校長が判断した場合には、指導要録
上「出席停止・忌引等の日数」として記録し、欠席とはしないことも可能であること（「衛
生管理マニュアル」50～51ページ参照）。

４ 「学校における寒冷な時季の換気について」（令和３年(2021年)10月18日付け教健体
第737号通知）及び「長期休業明けの学校における新型コロナウイルス感染症対策につ
いて」（令和４年(2022年)１月12日付け教健体第1045号通知）を活用するなどして適切
に換気すること。

５ 新型コロナウイルスの感染者が出た学校や地域では、感染者やその家族への偏見・差
別や、ＳＮＳによる誹謗中傷等が起こらないよう、日頃から児童生徒への指導の徹底を
図ること。

６ 高等学校等においては、全ての生徒が主体的に感染予防しながら、安全・安心な活動
を行う大切さを共有できるよう、「さあチェック（SA-Check(セーフティ＆アクション
チェック)）の活用について」（令和３年(2021年)10月13日付け教健体第718号通知）を
活用すること。
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